
　消費生活総合センター及び各区役所・支所で実施する京都市民法律相談（面談相談のみ）について，
受付方法をすべて予約制にします。来庁又は電話で，相談時間内で希望の相談枠をお取りします。

消費生活総合センター
■予約受付期間：希望される相談日の前の週の月曜日から相談日当日まで（午前９時～午後５時）
■相 談 日 時：毎週　月　曜日　　　　　午後１時１５分～午後３時１５分
　　　　　　　　毎週火・木曜日　　　　　午後１時１５分～午後３時５５分
　　　　　　　　毎週　金　曜日　　　　　午後１時１５分～午後３時３５分
　　　　　　　　毎月第２・第４水曜日　　午後６時００分～午後８時００分【 夜間相談 】
■変更後初回の予約受付：１０月３日（月），４日（火），６日（木），７日（金）の相談予約は，
　　　　　　　　　　　　９月２６日（月）から受付開始
各区役所・支所
■予約受付期間：希望される相談日の週の月曜日から相談日当日まで（午前８時半～午後５時）
■相 談 日 時：毎週　水　曜日　午後１時１５分～午後３時１５分
■変更後初回の予約受付：１０月５日（水）相談予約は，１０月３日（月）から受付開始

※ 相談時間は，相談者１組につき約２０分です。
※ 相談日当日の受付終了時間については，各区役所・支所にお問合せください。
※ 閉庁日（土・日曜日，国民の祝日及び年末年始＜１２月２９日～１月３日＞）は，相談及びその予約受付を行い

ません。
※京都市民法律相談の予約・問合せの電話番号については，最終ページをご確認ください。
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本誌に関するお問い合わせは
（075）256 -1110

■応募資格　京都市内在住又は通勤・通学の方（中学生以下を除く。）
■応募内容　消費生活に関する五・七・五の川柳
■応募方法　�はがき又はA4判の紙に郵便番号・住所・氏名・作品コメントを記入し，消費生活

総合センターへ郵送又はFAXしてください。ホームページからも応募できます。
■そ の 他　作品掲載の謝礼として，トラフィカ京カード3,000円分を進呈します。

 冷蔵庫　も一度調べ　お買い物 （西京区在住の方の作品） 

回覧して
ください。

「京都市民法律相談」の受付方法等を変更します！
１０月の相談分から，すべて予約制になります



格安，無料のつもりが定期購入に！？

相談事例
　インターネットで格安のダイエット食品を見つけたので試しに１度注文し，商品と請求
書を受け取った。
　ところが，１か月後にも同じ商品が届き，今回は３千円の請求書が同封されていた。
　驚いて業者に電話をしたところ，４ヶ月以上の購入が条件で初回分が安くなる契約にな
っており，途中で解約をする場合は初回分についても通常料金を支払うよう言われた。

ポ イ トン
○一定期間の購入が条件であることが，ホームページの下部に小さく記載されていて気　
　付かなかった。
○途中解約を条件に初回分についても通常価格を請求されている。

ア ド イバ ス
○定期購入の場合，一定期間の購入を条件に初回分が格安の金額や無料になっていること
が多くあります。商品を購入する際は金額だけでなく，契約内容をよく確認しましょう。
○通信販売には，クーリング・オフ制度の適用がありません。解約については事業者が定
めるルールによることになりますので，解約条件や解約の申し出先等を注文前によく確認
しましょう。
○広告表現の適正化等に取組んでいる（社）日本通信販売協会（Ｊ

ジ ャ ド マ

ＡＤＭＡ）に加入して
いる事業者の広告にはジャドママークが表示されています。商品を購入する際の参考にし
ましょう。

速やかに京都市消費生活総合センター（電話256-0800）にご相談ください。

困ったときは

ページの下のほうに
小さく記載されている

チェック！



　現在の衣類の取扱い方法は，日本工業規格に規定されている記号により表示されています。
　近年，衣類などの生産や流通は海外との取引が一般的になるとともに，家庭で使用する洗濯機や洗
剤類の多様化や商業クリーニングの技術の進歩など，衣類を取り巻く環境は大きく変化しています。
　このような変化に対応するため，平成28年12月からは国際規格の表示と同じ記号を用いた取扱
い表示になります。

平成28年12月から 衣類の洗濯表示が変わります！
～５つの基本記号と付加記号の
�� 組合せで表示されます～

新しい取扱い表示のポイント
○記号のデザインが新しくなります
　基本記号と付加記号や数字の組合せで表示されます。
○記号の種類が増えます
　記号の種類が22種類から41種類に増え，より詳しい情報が表示されます。
○表示は取扱い方の上限を表しています
　 表示よりも強い作用や高い温度での洗濯やアイロン掛けは，衣類が損傷する可能性があり

ます。
○参考情報が簡単な言葉で記載される場合があります
　例：洗濯ネット使用，弱く絞る，あて布使用など

新しい取扱い表示記号

乾燥

クリーニング

温度

禁止

強さ
通常
線なし

低い

つり干し

パークロロエチレン
及び石油系溶剤 石油系溶剤

P
ぬれつり干し 平干し

F

高い

弱い 非常に弱い

クリーニングの種類

アイロンのかけかた

乾燥のしかた

漂白のしかた

洗濯のしかた

5つの基本記号 付加記号（一部）

表示例



消費生活総合センターのごあんない

相談無料 受付時間　平日 午前9時～午後5時 クーリング・オフマン

■消費生活相談 256-0800
面談による相談も受け付けています。
まずは電話でご相談ください。
○ センターが休みの土曜，日曜，祝休日（年末年始を除く。）の緊

急時には，消費生活 土・日・祝日 電話相談（TEL257－9002）
を受け付けています（午前10時～午後4時，電話相談のみ）。

○ ホームページ上から相談を受け付けるインターネット消費
生活相談もご利用ください。

☎

■京都市民法律相談（予約・問合せ）
  弁護士による京都市民法律相談は，消費生活総合センターのほかに，毎週水曜日に区役所・支所でも行っています。 
区役所・支所の予約受付時間は午前８時半〜午後５時です。

場　所 電話番号 定員

消費生活総合センター ２５６－２００７

月曜　　　　　　　　　　12名
火・木曜　　　　　　　　 ８名
金曜　　　　　　　　　　14名
毎月第２・第４水曜夜間　18名

北　区役所 ４３２－１２０８ 12名
上京区役所 ４４１－５０４０ ６名
左京区役所 ７０２－１０２９ 12名
中京区役所 ８１２－２４２６ ６名
東山区役所 ５６１－９１１４ ６名
山科区役所 ５９２－３０８８ 12名

下京区役所
 （予約専用） ７５４－８７６９

６名
 （問合せ先） ３７１－７１７０

南　区役所
 （予約専用） ６３２－８１７１

12名
 （問合せ先） ６８１－３４１７

右京区役所 ８６１－１２６４ 12名
西京区役所 ３８１－７１９７ 12名

西京区役所洛西支所 ３３２－９３１８ ６名
伏見区役所 ６１１－１１４４ 12名

伏見区役所深草支所 ６４２－３２０３ ６名
伏見区役所醍醐支所 ５７１－６１３５ ６名

※各区役所・支所は地域力推進室まちづくり推進担当で実施

■多重債務相談 256-3
さ い むゼロ
160

電話でお話を伺ったうえで，弁護士による
多重債務特別相談などをご案内します。

■交通事故相談 256-2140
面談による相談も受け付けています。

☎

☎

京都市消費生活
総合センター
（4F）
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通

河
原
町
通
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烏丸御池駅

阪急烏丸駅
地下鉄四条駅

地下鉄東西線

御池通

阪急京都線
四条通

←至太秦天神川

↑至国際会館

↓至竹田

至六地蔵→

京都市役所前駅

河原町駅

京都市役所

再生紙・ベジタブルオイル
インキを使用しています。

京都市文化市民局くらし安全推進部 消費生活総合センター
〒604-8186
京都市中京区烏丸御池東南角　アーバネックス御池ビル 西館4階
TEL 256-1110　FAX 256-0801

※ センターのホームページは右記のＱＲコードでもご覧いただけます。

　　　　土・日・祝休日・年末年始（12月29日～1月3日）

地下鉄 ｢烏丸御池｣ 駅下車 ｢3-1｣ ｢3-2｣ 出口すぐ
※駐車場，駐輪場はございません。市バス・地下鉄などの公共交通機関をご利用ください。

発行／平成28年9月発行　京都市文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター
京都市印刷物　第284425号

京都市消費生活総合センター 検索

閉庁日


